
○
建
設
省
令
第
二
十
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
住
宅
の
品
質
確
保

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日

建
設
大
臣

中
山

正
暉

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

目
次第

一
章

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
（
第
一
条

第
十
七
条
）

－

第
二
章

住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
十
八
条

第
二
十
五
条
）

－

附
則

第
一
章

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
一
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所

二

紛
争
処
理
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三

紛
争
処
理
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
弁
護
士
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
、
第
四
号
、
第

六
号
及
び
第
八
号
、
弁
護
士
会
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登

記
簿
の
謄
本

二

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）
及
び
貸
借
対
照
表

三

申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類



四

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

紛
争
処
理
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

七

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
紛
争
処
理
委
員
の
変
更
の
届
出
）

第
二
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
紛
争
処
理
委
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
新
た
に
選
任
し

た
紛
争
処
理
委
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
で
あ
る
旨
の
掲
示
）

第
三
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
そ
の
名
称
及
び
「
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
」
の
文
字
を
、
そ
の
事
務
所
の
入
口
又

は
受
付
の
付
近
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
四
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
法
第
六
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
紛

争
処
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
指
定
住
宅
紛
争
処

理
機
関
業
務
休
廃
止
届
出
書
を
建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
宅
紛
争
処
理
の
申
請
）

第
五
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
対
し
て
行
う
住
宅
紛
争
処
理
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
記
名

押
印
又
は
署
名
し
た
書
面
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

住
宅
紛
争
処
理
を
求
め
る
事
項

三

紛
争
の
問
題
点
、
交
渉
経
過
の
概
要
及
び
請
求
の
内
容

四

評
価
住
宅
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
住
宅
紛
争
処
理
を
行
う
に
際
し
参
考
と
な
る
事
項

五

申
請
の
年
月
日

２

仲
裁
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
に
よ
る
仲
裁
に
付
す
る
旨
の
合
意
を
証
す
る
書
面
を
申
請
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
開
始
）



第
六
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
、
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
は

、
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
行
う
。

（
あ
っ
せ
ん
）

第
七
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
は
、
三
人
以
内
の
あ
っ
せ
ん
委
員
が
こ
れ
を
行
う
。

２

あ
っ
せ
ん
委
員
は
、
当
事
者
間
を
あ
っ
せ
ん
し
、
双
方
の
主
張
の
要
点
を
確
か
め
、
事
件
が
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
調
停
）

第
八
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
よ
る
調
停
は
、
三
人
以
内
の
調
停
委
員
が
こ
れ
を
行
う
。

２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
調
停
案
を
作
成
し
、
当
事
者
に
対
し
そ
の
受
諾
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
し
な
い
場
合
）

第
九
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
紛
争
が
そ
の
性
質
上
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る

と
き
、
又
は
当
事
者
が
不
当
な
目
的
で
み
だ
り
に
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
の
申
請
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
っ
せ
ん

又
は
調
停
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
に
お
け
る
期
日
調
書
等
の
保
存
）

第
十
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
住
宅
紛
争
処
理
の
手
続
が
終
了
し
た
日
か
ら
二
十
年
間
、
審
理
の
経
過
を
記
載
し
た

期
日
調
書
そ
の
他
当
該
事
件
に
関
す
る
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仲
裁
の
開
始
）

第
十
一
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
当
事
者
間
に
法
に
よ
る
仲
裁
に
付
す
る
旨
の
合
意
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
事

者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
仲
裁
を
行
う
。

（
仲
裁
）

第
十
二
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
よ
る
仲
裁
は
、
三
人
以
内
の
仲
裁
委
員
が
こ
れ
を
行
う
。

２

仲
裁
委
員
は
、
紛
争
処
理
委
員
の
う
ち
か
ら
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
選
定
し
た
者
に
つ
き
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関

の
長
が
指
名
す
る
。

３

当
事
者
の
合
意
に
よ
る
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
意
選
定
」
と
い
う
。
）
が
な
さ

れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
合
意
選
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
は
、
紛
争
処
理
委
員
の
う
ち
か
ら
指
定

住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
長
が
指
名
す
る
。
た
だ
し
、
合
意
選
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
が
二
人
又
は



三
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
仲
裁
委
員
の
う
ち
二
人
は
、
紛
争
処
理
委
員
の
う
ち
か
ら
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ

選
定
し
た
者
に
つ
き
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
長
が
指
名
す
る
。

４

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
行
う
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
法
及
び
こ
の
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
仲
裁

委
員
を
仲
裁
人
と
み
な
し
て
、
公
示
催
告
手
続
及
ビ
仲
裁
手
続
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
八

編
（
仲
裁
手
続
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
仲
裁
委
員
が
欠
け
た
場
合
の
措
置
）

第
十
三
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
仲
裁
委
員
が
死
亡
、
解
任
、
辞
任
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
欠
け
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
仲
裁
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
後
任
の
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
及
び
後
任
の
仲
裁
委
員

の
指
名
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
選
任
す
べ
き
紛
争
処
理
委
員
の
数
）

第
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
建
設
省
令
で
定
め
る
数
は
、
十
人
と
す
る
。

（
住
宅
紛
争
処
理
の
申
請
手
数
料
）

第
十
五
条

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
手
数
料
の
納
付
は
、
住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
口

座
に
当
該
申
請
手
数
料
を
振
り
込
み
、
か
つ
、
そ
の
振
込
み
を
証
明
す
る
書
面
を
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
対
し
、
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
建
設
省
令
で
定
め
る
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

（
当
事
者
が
負
担
す
る
費
用
）

第
十
六
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
係
る
鑑
定
、
証
人
の
出
頭
そ
の
他
の
住
宅
紛
争
処
理
の
手
続

に
要
す
る
費
用
で
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
長
が
相
当
と
認
め
る
も
の
を
、
当
事
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
十
七
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
紛
争
処
理
の
業
務
に
関
す
る
経
理
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
紛
争
処
理
の

業
務
以
外
の
業
務
に
関
す
る
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
紛
争
処
理
の
業
務
と
紛
争
処
理
の
業
務
以
外
の
業
務
の
双
方
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
分
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー



（
支
援
等
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
八
条

法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
建
設
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

支
援
等
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二

支
援
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三

支
援
等
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

支
援
等
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
支
援
等
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
）

第
十
九
条

法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
支
援
等
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
建
設
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
情
報
及
び
資
料
の
名
称
並
び
に
こ
れ
ら
を
収
集
し
た
年
月
日

二

法
第
七
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
及
び
研
究
の
名
称
並
び
に
こ
れ
ら
を
行
っ
た
年
月
日

三

法
第
七
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
研
修
の
名
称
及
び
こ
れ
を
行
っ
た
年
月
日

四

法
第
七
十
九
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
相
談
、
助
言
及
び
苦
情
の
処
理
を
行
っ
た
年
月
日
並
び
に
相
手
方
の
氏

名

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ

住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確

に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

セ
ン
タ
ー
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
を
、

支
援
等
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
条

法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
支
援
等
の
業
務
に
関
す
る
書
類
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
書
類
」
と
い
う
。
）
で
建
設
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
十
二
条
第
一
項
の
期
首
計
画
書
、
助
成
金
使
途
計
画
書
及
び
設
備
購
入
計
画
書



二

第
二
十
四
条
第
一
項
の
助
成
金
使
途
報
告
書
及
び
紛
争
処
理
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
支
出
で
あ
る
こ
と
を
証
す

べ
き
書
面

２

書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
書
類
の
保
存
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

セ
ン
タ
ー
は
、
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
、
支
援
等
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
助
成
の
対
象
と
な
る
費
用
）

第
二
十
一
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
支
出
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
目
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

人
件
費

紛
争
処
理
の
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
職
員
に
支
払
う
基
本
給
、
手
当
、
賞
与
、
法
定
福
利
費
、
法
定
外

福
利
費
及
び
退
職
金
並
び
に
紛
争
処
理
の
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
支
払
う
退
職
金
の
う
ち
、
実

質
的
に
紛
争
処
理
の
業
務
に
従
事
し
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
相
当
す
る
費
用

二

事
務
所
使
用
料

紛
争
処
理
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
の
賃
料
（
当
該
事
務
所
が
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関

の
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
正
な
算
出
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
賃
料
に
相
当
す
る
費
用
）
の
う
ち
、

実
質
的
に
紛
争
処
理
の
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
相
当
す
る
費
用

三

貸
会
議
室
使
用
料

審
理
そ
の
他
の
紛
争
処
理
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
会
議
室
（
一
時
的
に
賃
借
す
る
室
で
、
賃

借
す
る
時
間
に
よ
っ
て
賃
料
が
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
の
賃
料

四

紛
争
処
理
委
員
謝
金

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
件
ご
と
に
指
名
さ
れ
た
紛
争
処
理
委
員
（
次
号
に
お

い
て
「
指
名
紛
争
処
理
委
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
支
払
う
謝
金

五

鑑
定
・
現
地
調
査
費

鑑
定
又
は
指
名
紛
争
処
理
委
員
が
行
う
現
地
調
査
に
要
す
る
費
用

六

設
備
費

紛
争
処
理
の
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る
設
備
の
購
入
費
用

七

諸
雑
費

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
光
熱
水
費
、
通
信
費
、
消
耗
品
費
、
旅
費
そ
の
他
紛
争
処
理
の
業
務
に
要

す
る
費
用

八

設
立
準
備
費

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
以
前
に
紛
争
処
理
の
業
務
を
開
始
す
る
た
め
に
要
し
た
費

用



２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
紛
争
処
理
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
費
目
以
外
の
費
目
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
助
成
金
使
途
計
画
書
等
の
提
出
）

第
二
十
二
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
別
記
第
二
号
様
式
の
助
成
金
使
途
計
画
書
に
、
別
記
第
三
号
様

式
の
期
首
計
画
書
及
び
別
記
第
四
号
様
式
の
設
備
購
入
計
画
書
を
添
え
て
、
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
（

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
セ

ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
期
首
計
画
書
又
は
設
備
購
入
計
画
書
の
記
載
内
容
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
面
を
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

セ
ン
タ
ー
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
助
成
金
使
途
計
画
書
、
期
首
計
画
書
又
は
設
備
購
入
計
画
書
の
記
載

内
容
が
適
正
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
か
ら
理
由
を
聴
取
し
、
又
は
そ
の
補
正
を
求

め
る
も
の
と
す
る
。

（
助
成
）

第
二
十
三
条

セ
ン
タ
ー
は
、
助
成
金
使
途
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
助
成
金
収
入
の
予
算
額
を
、
一
時
に
又
は
分
割
し
て
、
指

定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
助
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
助
成
さ
れ
た
金
額
が
不
足
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
必
要
な
金
額
の
助
成
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
は
、

当
該
請
求
が
適
正
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
請
求
に
係
る
金
額
を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
助
成
金
使
途
報
告
書
等
の
提
出
）

第
二
十
四
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
別
記
第
五
号
様
式
の
助
成
金
使
途
報
告
書
に
、
賃
金
台
帳
、
事

務
所
の
賃
貸
借
契
約
書
、
領
収
書
そ
の
他
の
紛
争
処
理
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
支
出
で
あ
る
こ
と
を
証
す
べ
き
書
面

を
添
え
て
、
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
支
出
（
紛
争

処
理
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
支
出
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
く
、
又
は
紛
争
処
理
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る

支
出
と
し
て
適
正
で
な
い
と
セ
ン
タ
ー
が
認
め
た
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
を
、
セ
ン
タ
ー
に
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

前
条
の
規
定
に
よ
り
助
成
さ
れ
た
金
額

二

法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
手
数
料
に
よ
る
収
入

三

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
が
負
担
し
た
費
用

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
二
十
五
条

セ
ン
タ
ー
は
、
評
価
住
宅
関
係
業
務
に
関
す
る
経
理
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
評
価
住
宅
関
係
業
務
以

外
の
業
務
に
関
す
る
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
評
価
住
宅
関
係
業
務
と
評
価
住
宅
関
係
業
務
以
外
の
業
務
の
双
方
に
関
連
す
る
収
入
及
び
費
用
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
分
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記
第一号様式（第二条関係）

指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書

平成 年 月 日

建設大臣
殿

申 請 者 の 住 所

申 請 者 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 印

住宅の品質確保の促進等に関する法律第６２条第３項において準用する同法第２０条第
１項の規定により、紛争処理の業務の一部（全部）の休止（廃止）をするので、次のとお
り届け出ます。

１ 休止（廃止）しようとする紛争処理の業務の範囲

２ 休止（廃止）しようとする年月日

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間

４ 休止（廃止）の理由

備考 １ この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４としてください。
２ 代表者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。

別記
第二号様式（第二十二条関係）

平成 年 月 日
平成 年度助成金使途計画書

（平成 年 月 日から平成 年 月 日）

指定住宅紛争処理機関名

代 表 者 の 氏 名 印

科目 ( ) ( ) ( ) 備考予算額 円 前年度予算額 円 増減 円
Ⅰ 収入の部

１．助成金収入
２．申請手数料収入
３．当事者負担金

収入合計
Ⅱ 支出の部

１．人件費
２．事務所使用料
３．貸会議室使用料
４．紛争処理委員謝金
５．鑑定・現地調査費
６．設備費
７．諸雑費
８．設立準備費

支出合計

(注意)① 収入合計、支出合計の一致を確認してください。
② 支出の部に掲げる科目以外にも科目（細目を含む。）を設けることができます。
③ 備考欄には、必要に応じ、各科目の予算額について、その主な使途、前年度予

算との増減の要因等を記入してください。

備考 代表者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。



別記
第三号様式（第二十二条関係）

平成 年度期首計画書
平成 年 月 日

指定住宅紛争処理機関名

代 表 者 の 氏 名 印

１．紛争処理見込件数
項目 前年度実績見込み 当年度見込み

紛争処理件数

２．職員給与等
（職員給与）

職員の氏名 給与（円） 従事割合（％） 助成申請額（円）
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）×（Ｂ）

合 計

（職員退職金）
職員の氏名 退職金（円） 勤続年数 助成申請額（円）紛争処理実質従事年数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (A) (B)/(C)×

合 計

３．事務所使用料
（１）事務所所在地

（２）事務所区分（どちらかに○）
（所有事務所・借用事務所）
事務所賃料（円） 総床面積（㎡） ( ) 助成申請額（円）紛争処理業務使用床面積 ㎡

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (A) (C)/(B)×月数×

（注意）
①給与とは、基本給及び賞与のことを示します。
②職員給与の従事割合欄には、今期当該職員が、職務のうち住宅紛争処理業務に従事する
割合の見込値を記入してください。

③職員退職金の勤続年数は、四捨五入により小数点第２位まで算出してください。
④職員退職金の紛争処理実質従事年数は、過去の勤務年数における従事割合実績値及び今
期における従事割合見込値の合計を、四捨五入により小数点第２位まで算出してくださ
い。

（例）１年目従事割合３０％、２年目従事割合４０％、３年目（今期）従事割合５０％で
６ヶ月勤務後退職予定の職員の場合
紛争処理実質従事年数＝０．３＋０．４＋０．５×（６／１２）＝０．９５年

⑤事務所使用料の事務所賃料は、１月当たりの賃料を記入してください。
⑥事務所使用料の紛争処理業務使用床面積とは、所有事務所又は借用事務所において紛争
処理の業務に利用されている部分の面積のことです。

備考 代表者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。



別記
第四号様式（第二十二条関係）

平成 年度設備購入計画書
（平成 年 月 日から平成 年 月 日）

平成 年 月 日
指定住宅紛争処理機関名

代 表 者 の 氏 名 印

購入するべき設備 数量 単価（円） 価格（円） 備考

合 計
（注意）備考欄には、必要に応じ、主な使用目的を記入してください。

備考 代表者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。

別記
第五号様式（第二十四条関係）

平成 年度助成金使途報告書
（平成 年 月 日から平成 年 月 日）

平成 年 月 日
指定住宅紛争処理機関名

代 表 者 の 氏 名 印

科目 ( ) ( ) ( ) 備考決算額 円 予算額 円 差異 円
Ⅰ 収入の部

１．助成金収入
２．申請手数料収入
３．当事者負担金

収入合計（Ａ）
Ⅱ 支出の部

１．人件費
２．事務所使用料
３．貸会議室使用料
４．紛争処理委員謝金
５．鑑定・現地調査費
６．設備費
７．諸雑費
８．設立準備費

支出合計（Ｂ）
助成返還金（Ａ）－（Ｂ）

(注意)① 収入合計と、支出合計及び助成返還金の合計額の一致を確認してください。
② 支出の部に掲げる科目以外にも科目（細目を含む。）を設けることができます。
③ 備考欄には、必要に応じ、各科目の決算額について、その主な使途、予算額と

の差異の要因等を記入してください。

備考 代表者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略できます。


